
１月定例教育委員会 会議録 

 

１、開催日時  平成３０年１月２６日（金）午後４時００分から午後５時３０分 

 

２、開催場所  市役所２階第一会議室 

 

３、出席委員の氏名 

   教 育 長  梶原  清 

職務代理者  小林 重雄 

   委   員  小林 孝次、川村 直廣、上野  清、赤澤 敬子 

 

委員以外で出席した職員 

教育委員会教育次長、学校教育課長、学校教育課長補佐、生涯学習課長補佐、 

 

４、教育長開会宣言 

 

５、会期の決定 

 

６、今回会議録署名委員  

上野 清委員、赤澤 敬子委員が指名される。 

 

７、前回の会議録の承認 

   職員が１２月定例会会議録を朗読し承認される。  

 

８、教育長報告 

平成２９年１２月２５日から平成３０年１月２５日までの教育長活動が報告された。 

 

学校教育課長より、指定校変更４件、区域外就学変更３件、について資料に基づき説

明を行い、申請事由が適正であることから承認・承諾を行うとともに、他市教育委員会

との区域外就学の協議を行った事務処理について報告がなされた。 

 

 



 

 

９、議  事 

議第１６号 平成３０年度当初予算（案）について 

 

［説明］学校教育課長 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、地方公共団体の

長は、教育に関する歳入歳出予算及び教育に関する事務について、議会の議決を経るべ

き議案を作成する場合には、教育委員会の意見を聞かなければならないと規定されてい

ることから、学校教育課長より学校教育課関係が、教育次長より生涯学習課関係の当初

予算協議額の概要説明が資料によりそれぞれ行われた。 

また、査定前の要求額であることから、査定により予算額に変更が生じることを承知

願いたいこと、併せて予算確定額については、３月定例会にて報告予定である旨の説明

がなされた。 

 

小林孝次委員 

 無線 LANは、全校整備して配置するのか？ 

 

学校教育課長 

 全校配置を計画している。今年度補正を行い、設計業務を小中学校一緒に行い、当初

の計画では、中学校は、平成３１年度に整備する予定であったが、前倒しをして、平成

３０年度に全１１校の整備を行う予定である。 

 

川村直廣委員 

 タブレット等を児童が壊してしまった事例はないのか？ 

 

学校教育課長 

 壊してしまったという事例はまだないが、仮に壊してしまってもリースであるので保

守対応が可能である。 

 

小林重雄委員 

 体育スポーツ奨励事業において、スポーツでは全国大会出場や関東大会出場の場合、

補助金を受けられるが、先日の宝小学校リズムダンス全国大会出場のような文化活動の



 

 

場合、補助金は受けられるのか？ 

 

学校教育課長 

 宝小学校リズムダンス全国大会出場については、文化奨励事業でも補助金があるので、

それを活用して、スポーツ事業と同じ基準で補助金を交付している。 

 

上野 清委員 

 市のいろいろな事業をうぐいすホールで行っており、その様子を都留 CATV が放送し

ているが、CATVと教育委員会との関わりはどうなっているのか？ 

 親善音楽会等を CATV を通して放送される際に音質が悪く、せっかくいろいろな催し

物を行っているのに、聞いていても面白くない、よく聞こえないという事を人から聞く

が、音質などは、CATVの管轄になるのか？ 

 

教育次長 

 CATVは、テレビ組合で運営しているので、組合員の方々の受信料等の中で、機器等を

交換していくと思われる。 

 市との関連は、市の行事を市民の方々に知ってもらいたいという事もあるので、CATV

には、お願いをして録画をしてもらい放送をしている。特に市から何か補助的な事は、

現在、行っていない。 

 

上野 清委員 

 カメラのマイクで音を拾ったまま、それを放送しているのではないかと思う。前に見

学させていただいた際に、うぐいすホールには、立派なミキサー室があるので、そこで

音声を拾い、同時にその音源を使いながら、放送をしていく事について、市で関わりは

ないのか？ 

 

教育次長 

 教育委員会としては、直接、CATVとやり取りをしていないが、例えば議会放送の場合、

CATV のマイクを使用しているのではなくて、議会事務局で録音した音声を活用し、放

送していると思われる。うぐいすホールで行っている場合でも、うぐいすホールでの音

響を使う事が出来るのであれば、そちらを放送する事も可能なのかも知れないので、市



 

 

としてもどこが窓口なのか、庁内で検討していきたい。 

 

 以上の発言あり。 

 

 梶原教育長が意見を求め協議したところ、原案のとおり承認された。 

 

【原案のとおり決定】 

 

 

議第１７号 都留市民総合体育館条例の一部を改正する条例及び 

都留市民総合体育館使用規則の一部を改正する規則について 

 

［説明］教育次長 

 市民総合体育館２階のトレーニングルームの運動機器が３０年以上を経過し、老朽化

と安全面に配慮する中、撤去することから、条例から「トレーニングルーム」を削除す

るものである。なお、トレーニングルームの廃止の代替として、今後は、平成３０年４

月開設の健康ジムの活用を PRしていきたいと考えている。 

また、条例改正と合わせて、都留市民総合体育館使用規則を条例同様に、「トレーニ

ングルーム」を削除する改正を行う旨の説明がなされた。 

 

梶原教育長が意見を求め協議したところ、原案のとおり承認された。 

 

【原案のとおり決定】 

 

１０、その他 

  

［説明］教育次長 

（１） 平成３０年成人式出席者について 

（２） ２０年後成人式出席者について 

（３）公民館合同閉級式並びに公民館まつりについて 

 

 



 

 

［説明］学校教育課長 

（１） 都留市教職員組合新年互例会について 

（２） 教員人事異動意見聴取日程について 

（３） 山梨県市町村教育委員会連合会定期総会・春季研修会について 

（４） その他 

 

【 了 知 】 

 

１１、教育長閉会宣言 

 


